
 

様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年４月３日 

 

福島県知事 

 

委託業務番号 第 ２５－３２０３１－０００７ 号 

委託業務名 産業交流館ＬＥＤ照明更新工事 

質   問   事   項 

・この工事は週休２日補正対象工事でしょうか。対象工事だった場合の補正のご教示をお願い

致します。 

・照明器具の単価について、特別調査単価は公表されないのでしょうか。公表されない場合は

電材メーカー等から見積を徴収して積算するという認識でよろしいでしょうか。 

・同種・類似工事の評価基準として、電気設備工事（改修工事に限る）としておりますが、道

路照明や受変電等の改修工事は評価対象になりますか。 

・配置技術者の施工能力の実績評価は、同種・類似工事の技術者としての配置実績を評価する

のでしょうか。また、現在在籍している企業での配置実績でなければ評価されないのでしょ

うか。 

・企業の施工能力の同種・類似工事の評価基準として、電気設備工事（改修工事に限る）とし

ておりますが、空調設備設置工事に伴う電気設備工事は評価対象になりますでしょうか。 

・企業の施工能力評価について、総合評価記載留意事項には「公共工事に限る」と記載してお

り、ここでいう公共工事は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で規定さ

れる公共工事の発注者」と記載しておりますが、「発注者」は県に限らず、国（国土交通省等）

や各市町村も対象になるという認識でよろしいでしょうか。 

 

回   答   事   項 

・週休２日補正対象工事ではありません。 

・お見込みのとおり、メーカー等からの見積をもとに積算いただくことになります。 

・別記２ 総合評価点評価基準（簡易型）に記載のとおり、同種・類似工事が電気設備工事（改

修工事に限る）であるものを評価対象とします。 

・現在雇用関係にある企業以外での実績も評価の対象とします。 

・別記２ 総合評価点評価基準（簡易型）に記載のとおり、同種・類似工事が電気設備工事（改

修工事に限る）であるものを評価対象とします。 

・お見込みのとおり、国や各市町村も対象となります。 

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20年 3月 28日付け 19財第 7998号)

及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平

成 20年 3月 28日付け 19財第 7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工

事を委託業務に改めること。 


